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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レンズユニットの着脱によって移動する移動部材を備え画像を撮影記録するカメラ本体に
着脱可能で、被写体像を結像させるレンズを持つレンズユニットであって、
レンズユニット本体と、
前記レンズユニット本体の外周上にある使用者操作用の操作部材と、
前記操作部材を操作可能状態と操作不可能状態の間で切換える操作ロック部材と、
前記操作部材を操作不可能状態とする位置の方向に前記操作ロック部材を付勢する付勢部
材と、
を有し、
前記レンズユニットがカメラ本体に装着される際には、移動部材が第１の方向に動いて、
前記操作ロック部材を前記操作部材との係合から外して前記操作部材を可動とし前記操作
可能状態にもたらし、
前記レンズユニットがカメラ本体から取り外される際には、移動部材が前記第１の方向と
は反対の方向の第２の方向に動いて、前記付勢部材によって前記操作ロック部材を前記位
置に移動させて前記操作部材に係合させ、前記操作部材を固定し前記操作不可能状態にも
たらすことを特徴とするレンズユニット。
【請求項２】
光軸方向に進退可能なロックピンである移動部材が嵌入するためのロックピン溝と、カメ
ラ本体のマウント部に対応するマウント部と、
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を有し、
前記操作ロック部材は、光軸方向に進退可能で操作ロック部材ボスを持ち、
前記付勢部材は、前記操作ロック部材を前記マウント部側に付勢し、
前記操作部材は、前記操作ロック部材ボスが嵌入可能な操作部材溝を持ち、
前記レンズユニットがカメラ本体に装着される際には、ロックピンが前記ロックピン溝に
嵌入して更に前記付勢部材の付勢力に抗して前記操作ロック部材を押して前記マウント部
側とは反対の側に移動させ、前記操作部材溝に嵌入していた前記操作ロック部材ボスが抜
けることで前記操作部材を可動とし、
前記レンズユニットがカメラ本体から取り外される際には、ロックピンが前記ロックピン
溝から抜けて更に前記付勢部材の付勢力に従って前記操作ロック部材を前記マウント部側
に移動させ、前記操作部材溝に前記操作ロック部材ボスが嵌入することで前記操作部材を
固定することを特徴とする請求項１に記載のレンズユニット。
【請求項３】
前記操作部材溝は、前記操作部材内側全周に複数設けられ、
前記レンズユニットがカメラ本体から取り外される際には、複数の操作部材溝のいずれか
に前記操作ロック部材ボスが嵌入することを特徴とする請求項２に記載のレンズユニット
。
【請求項４】
前記ロックピン溝は底に穴を有し、
前記レンズユニットがカメラ本体から取り外される際には、前記操作ロック部材の一部が
前記底を通って前記穴に嵌入し、
前記レンズユニットがカメラ本体に装着される際には、ロックピンが前記操作ロック部材
の一部を押すことを特徴とする請求項２または３に記載のレンズユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は、カメラ本体に対して着脱自在に結合し得るレンズユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
一眼レフカメラのようにレンズ交換が可能なカメラとレンズユニットにおいて、カメラ本
体に対して着脱可能なレンズユニットは、次の様なものが実用化されている。即ち、レン
ズユニット側の３～４ヶ所の爪をカメラ側の対応部分に嵌めて鏡筒を回すと、一定の位置
でロックピンが入って両者が固定される機構を備えるものが実用化されている（特許文献
１参照）。また、レンズユニットの携帯性や保管性を考慮した薄型のズームレンズユニッ
トにおいては、レンズユニットの全長に対してズームリングの占める割合が長い。このた
め、レンズユニットのカメラ本体への取り付け・取り外しの際に、ズームリングに手がか
かることが多い。この場合、ズームリングだけを持った状態でレンズユニットをカメラ本
体に対して着脱する操作を行うことになり、レンズユニット全体を回そうとしているのに
ズームリングだけが回ってしまい着脱操作性が問題となることがある。また、鏡筒全長が
撮影状態時より沈胴状態時に短くなる沈胴式レンズユニットにおいても、レンズ着脱時に
レンズユニット全体を回す為に手で掴む部分が少なくなり、着脱操作性が問題となること
がある。
【０００３】
これを回避するために、特許文献２では、次の様な沈胴式ズームレンズユニットが開示さ
れている。即ち、ここでは、沈胴状態時のカメラ本体へのレンズユニット着脱時のみズー
ムリングの回転抵抗を大きくし、着脱時にズームリングが回ることなくレンズユニット全
体が回るようにして操作性を改善した構成が開示されている。特許文献２ではズームリン
グを例に挙げているが、ピント合わせ用のフォーカスリングや、その他の操作を行うため
のリングにも適用できる技術である事は容易に想像できる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０３―２３１７２６号公報
【特許文献２】特開平１０―２０１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上述の特許文献２に開示された従来技術では、着脱時のズームリングの回転抵抗を大きく
する方法として、固定筒とズームリングの摩擦抵抗を大きくする方法をとっている。しか
し、摩擦力を安定して高く発生させるのは、耐久性の点で不安が生じる懸念がある。更に
、レンズユニットのカメラ本体への着脱の回転操作力が操作時に瞬間的に大きくなり、操
作リングが不本意に回転してしまう可能性が充分考えられる。又、沈胴状態時のみ、レン
ズユニットのカメラ本体に対する着脱操作性を向上させる技術であると、沈胴しないレン
ズユニットに応用できないこともある。
【０００６】
本発明の目的は、携帯性や保管性を考慮したレンズユニットの薄型化が進む中で、固定部
が殆ど無くなり可動操作部材がレンズユニット全長を占める場合でも、カメラ本体への着
脱操作が確実に行われ、着脱操作性を高めたレンズユニットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記目的を達成するために、レンズユニットの着脱によって移動する移動部材を備え画像
を撮影記録するカメラ本体に着脱可能で、被写体像を結像させるレンズを持つ本発明のレ
ンズユニットは、レンズユニット本体と、操作部材と、操作ロック部材と、付勢部材と、
を有する。操作部材は、レンズユニット本体の外周上にある使用者操作用の部材である。
操作ロック部材は、操作部材を操作可能状態と操作不可能状態の間で切換えるための部材
である。付勢部材は、操作部材を操作不可能状態とする位置の方向に操作ロック部材を付
勢する部材である。前記レンズユニットがカメラ本体に装着される際には、移動部材が第
１の方向に動いて、操作ロック部材を操作部材との係合から外して操作部材を可動とし操
作可能状態にもたらす。前記レンズユニットがカメラ本体から取り外される際には、移動
部材が前記第１の方向とは反対の方向の第２の方向に動いて、付勢部材によって操作ロッ
ク部材を前記位置に移動させて操作部材に係合させ、操作部材を固定し操作不可能状態に
もたらす。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、前記操作ロック部材がカメラ本体へのレンズユニットの着脱操作に連動
して上記の如く動かされるので、カメラ本体へのレンズユニットの着脱操作が確実に行わ
れ、着脱操作性を高めたレンズユニットを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施例１のレンズユニットを装着したカメラ本体とレンズユニットを取
り外したカメラ本体の前方外観斜視図。
【図２】本発明の実施例１のレンズユニットのマウント部の斜視外観、及びカメラ本体に
レンズユニットを取り付ける為のマウントロックピン部の断面を示す図。
【図３】操作部材がロックされた時のレンズユニットの側面断面と後方内部構造を示す図
。
【図４】操作部材がアンロックされた時のレンズユニットの側面断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
本発明の特徴は、使用者が操作する操作部材と、操作部材を操作可能状態と操作不可能状
態との間で切換える操作ロック部材と、を持ち、レンズユニットのカメラ本体への着脱に
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連動して、操作部材を操作可能状態または操作不可能状態にもたらすことである。この考
え方に基づき、本発明のレンズユニットは、課題を解決するための手段のところで述べた
様な基本的な構成を有する。より具体的な例では、後述の実施例で示す様に、レンズユニ
ットは、光軸方向に進退可能なロックピンである移動部材が嵌入するためのロックピン溝
と、カメラ本体のマウント部に対応するマウント部と、を有する。また、操作ロック部材
は、光軸方向に進退可能で操作ロック部材ボスを持ち、付勢部材は、操作ロック部材をマ
ウント部側に付勢し、操作部材は、操作ロック部材ボスが嵌入可能な操作部材溝を持つ。
そして、レンズユニットのカメラ本体への装着時には、ロックピンがロックピン溝に嵌入
して更に付勢部材の付勢力に抗して操作ロック部材を押してマウント部側とは反対の側に
移動させ、操作ロック部材ボスが操作部材溝から抜けることで操作部材を可動とする。一
方、レンズユニットのカメラ本体からの取り外し時には、ロックピンがロックピン溝から
抜けて更に付勢部材の付勢力に従って操作ロック部材をマウント部側に移動させ、操作部
材溝に操作ロック部材ボスが嵌入することで操作部材を固定する。
【００１１】
以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
（実施例１）
図１から図４を用いて、本発明の第１の実施例について説明する。レンズユニットの着脱
で移動する移動部材を備える画像を撮影記録するカメラ本体１にレンズユニット２を装着
した状態を示す図１（ａ）に示す様に、カメラ本体１の前面中央にはズーミング及びフォ
ーカシングが可能なレンズユニット２が着脱可能に装着される。押しボタン式のレンズロ
ック解除ボタン１１を押し込むことにより、装着されたレンズユニット２をカメラ本体１
から取り外すことができる。レンズユニット２は、被写体像を結像させるレンズを持つ。
【００１２】
カメラ本体１からレンズユニット２を取り外したカメラ本体１の前方外観斜視図である図
１（ｂ）に示す様に、カメラ本体１のマウント部１２には、レンズユニット２が着脱可能
に固定される。マウント部１２には、カメラ本体１の基準面（マウント基準面）１２ａが
ある。その内側には、３箇所のバヨネット爪１３が形成されて、マウント部１２の一部に
あるマウントロックピン１４と合わせて、レンズユニット２の固定位置決め手段に使用さ
れる。取り付けマーカ１５は、レンズユニット２のカメラ本体１への取り付け時の基準マ
ーカである。マウント接点１６は、カメラ本体１とレンズユニット２との間で制御信号、
状態信号、データ信号等の通信を可能とすると共に、レンズユニット２にカメラ本体１か
ら電力を供給するためのものである。
【００１３】
カメラ本体１からレンズユニット２を取り外したレンズユニット２のマウント部２１の斜
視図である図２（ａ）に示す様に、レンズユニット２の後部には、リング状のマウント部
２１が取り付けられている。マウント部２１のうち最外周部分の後端面は、カメラ本体１
に装着する際の基準面（マウント基準面）２１ａとなっている。また、マウント部２１に
は、３箇所のバヨネット爪２２が形成されている。これらは、レンズユニット２をカメラ
本体１に取り付ける際に、カメラ本体１のマウント部１２にある３箇所のバヨネット爪１
３と係合可能になる。これにより、カメラ１の基準面（マウント基準面）１２ａとレンズ
ユニット２の基準面（マウント基準面）２１ａが、基準面同士で接合固定される。このと
き、カメラ本体１に対して、レンズユニット２の光軸水平方向の位置固定もされる。
【００１４】
基準面（マウント基準面）２１ａには、カメラ本体１とレンズユニット２の光軸回りの回
転方向の位置決めのためのロックピン溝２３が設けられている。取り付けマーカ２４は、
レンズユニット２のカメラ本体１への取り付け時の基準マーカである。マウント接点２５
は、カメラ本体１のマウント接点１６と前述のように電気的に接続される。
【００１５】
カメラ本体１にレンズユニット２を取り付けるためのマウントロックピン（移動部材）１
４の部分の断面図である図２（ｂ）において、マウントロックピン１４は、レンズユニッ
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ト２を取り付ける際の光軸回りの回転方向を位置決めするためのピンである。このマウン
トロックピン１４は、レンズユニット２のロックピン溝２２と角度位置が一致した時には
、スプリング３１の付勢力によりレンズユニット２のロックピン溝２２に挿入され、レン
ズユニット２が回転ロックされる。レンズロック解除ボタン１１は、この回転ロックを解
除するためのボタンである。これをスプリング３２の付勢力に抗して押し込むと、レンズ
ロック解除ボタン１１に連結したロックレバー３３が動き、ロックレバー３３と一体の部
材であるマウントロックピン１４が、基準面（マウント基準面）２１ａからカメラ本体１
側に退避する。こうして、レンズユニット２をカメラ本体１に固定するための回転ロック
が解除されるようになっている。
【００１６】
以上のように構成されたカメラ本体１とレンズユニット２の着脱操作について説明する。
レンズユニット２のカメラ本体１への取り付けは、互いの取り付けマーカ１５、２４を合
わせて、カメラ本体１のバヨネット爪１３とレンズユニット２のバヨネット爪２２を係合
させる。これにより、カメラ１の基準面（マウント基準面）１２ａとレンズユニット２の
基準面（マウント基準面）２１ａが、基準面同士で接合固定される。レンズユニット２を
光軸を中心に回転すると、カメラ本体１のマウントロックピン１４とレンズユニット２の
ロックピン溝２３の角度位置が一致する。その際、カメラ本体１のマウントロックピン１
４がスプリング３１の付勢力により、レンズユニット２のロックピン溝２３に入って、光
軸回りの回転方向が回転ロックされる。これで、取り付けが完了する。
【００１７】
次に、レンズユニット２のカメラ本体１からの取り外しは、レンズロック解除ボタン１１
をスプリング３１、３２の付勢力に抗して押し込みマウントロックピン１４をレンズユニ
ット２のロックピン溝２３からカメラ本体１側に退避させる。これにより、レンズユニッ
ト２の光軸回りの回転方向の回転ロックを解除する。レンズユニット２を光軸を中心に回
転すると、カメラ本体１のバヨネット爪１３とレンズユニット２のバヨネット爪２２の係
合が外れる。これで、レンズユニット２の取り外しが完了する。
【００１８】
本発明の特徴部分の構成を図３と図４で説明する。図３（ａ）は、レンズユニット本体の
外周上にある使用者操作用の操作部材４２がロックされた時のレンズユニット２の側面断
面図である。図３（ｂ）は操作部材４２がロックされた時の後方から見た図で、説明の為
、マウント部２１とマウントキャップ４５を非表示にしている。図４は操作部材４２がア
ンロックされた時のレンズユニット２の側面断面図である。レンズユニット２の中心部に
は光学レンズ４１が配置されている。光学レンズ４１の前群レンズ４１ａは固定であるが
、後群レンズ４１ｂはフォーカシングのため繰り出し可能な構造となっている。後群レン
ズ４１ｂの繰り出し動作は、カム構造４６とその駆動源であるフォーカスユニット４８に
より行われる。前群レンズ４１ａと後群レンズ４１ｂの間には絞りユニット４７が配置さ
れていて、その駆動源である絞りモーター４９により、絞り動作が行われる。
【００１９】
ここでは、操作部材４２は、マニュアルフォーカスリングでありマニュアル時に回転操作
すると光学レンズ４１のフォーカシングが行われる。操作部材４２は電子リングであり、
回転方向のストローク端が無く、無限に回転可能な構造となっている。マウント部２１の
ロックピン溝２３に嵌入する位置に、操作部材４２の回転を固定するための操作ロック部
材４３がある。付勢部材であるスプリング４４は、操作ロック部材４３の軸上端部位置に
配置されている。操作ロック部材４３は、レンズユニット２の光軸方向に可動に位置決め
支持され、スプリング４４の付勢力でマウント部２１側へ押されている。操作ロック部材
４３の中央部には、マウント部２１側へテーパー形状がある形をした操作ロック部材ボス
４３ａが配置されている。操作部材４２のマウント部２１側には、図３（ｂ）で示してい
る様に、内径方向に向かった複数の操作部材溝４２ａが配置されている。この複数の操作
部材溝４２ａは、前記操作ロック部材ボス４３ａが嵌入可能な形状となっている。
【００２０】
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これらの構成に基づいて、カメラ本体１に対するレンズユニット２の着脱時の本発明の特
徴となる動作について説明する。レンズユニット２のカメラ本体１への取り付け前は、図
３（ａ）の状態となっていて、操作部材４２はレンズユニット２に対して回転不可能な状
態となっている。この状態では、操作ロック部材４３はスプリング４４の付勢力でマウン
ト部２１側へ押され、操作ロック部材ボス４３ａが操作部材溝４２ａに嵌まり込み、操作
部材４２を回転固定している。これにより、レンズユニット２を確実に回転操作できる。
ここでは、ロックピン溝２３は底に穴を有し、操作ロック部材４３の一部がこの底を通っ
て穴に嵌入している。
【００２１】
ここで、カメラ１の基準面１２ａとレンズユニット２の基準面２１ａを合わせ、レンズユ
ニット２のロックピン溝２３がカメラ本体１のマウントロックピン１４に合う位置までレ
ンズユニット２を回す。このとき、マウントロックピン１４はスプリング３１の付勢力に
より第１の方向に動いてカメラ本体１の基準面（マウント基準面）１２ａより突出し、更
にロックピン溝２３に入り込み、操作ロック部材４３の一部に当たる。ここで、スプリン
グ３１の付勢力はスプリング４４の付勢力より大きく設定されている。よって、更に図４
の様に、マウントロックピン１４が操作ロック部材４３を押し込み、操作ロック部材ボス
４３ａが操作部材溝４２ａから外れて操作部材４２がレンズユニット本体に対して回転可
能となる。
【００２２】
次に、レンズユニット２をカメラ本体１から取り外す動作を説明する、使用者が、レンズ
ロック解除ボタン１１を押し込むと、マウントロックピン１４が、前記第１の方向とは反
対の方向の第２の方向に動いてカメラ本体１側に退避する。マウントロックピン１４によ
って押し込まれていた操作ロック部材４３は、スプリング４４の付勢力でマウント部２１
側へ押される。この際、操作ロック部材ボス４３ａの位置に対して、操作部材溝４２aの
角度位置が一致している場合は、操作ロック部材ボス４３ａが操作部材溝４２aに嵌入す
る。一方、操作ロック部材ボス４３ａの位置に対して、操作部材溝４２aの角度位置がず
れている場合は、直ぐには嵌入しない。しかし、使用者が、操作部材４２を持って回転を
始めると、操作部材溝４２aの角度位置と一致した瞬間に、操作ロック部材ボス４３ａが
操作部材溝４２aに嵌入する。この様に、操作部材溝４２aは、操作部材内側全周に複数設
けられているので、複数の操作部材溝４２aのいずれかに操作ロック部材ボス４３aが嵌入
する。それ以降は、操作部材４２はレンズユニット２の本体と一体となる。その一体化に
よって、使用者は、操作部材４２のみを掴んでいても、レンズユニット２を回転させて、
カメラ本体１から容易に外すことが出来る。
【００２３】
つまり、レンズユニット２をカメラ本体１に対して着脱する時は操作部材４２が回転固定
されて、レンズユニット２の回転取り付け、取り外し操作を確実に出来る。又、レンズユ
ニット２がカメラ本体１に装着されている時は、操作部材４２がレンズユニット２の本体
に対して回転可能となり、マニュアルフォーカスリングとして使用可能となる。これによ
り、レンズユニット２が薄型化して、着脱操作固定部が殆ど無くなり回転可能な操作部材
４２がレンズユニット２の全長を殆ど占めるような場合でも、カメラ本体１へのレンズユ
ニット２の着脱時、操作部材４２が固定され着脱操作が確実に行われる。こうして、着脱
操作性を向上出来る。
【００２４】
以上、本発明の好ましい実施の形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に限
定されず、例えば、沈胴によって、撮影状態に対して非撮影状態のレンズユニット全長が
短縮される沈胴鏡筒に用いても良い。つまり、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が
可能である。
【符号の説明】
【００２５】
１・・カメラ本体、２・・レンズユニット、１４・・マウントロックピン（移動部材）、
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４１・・レンズ、４２・・操作部材、４３・・操作ロック部材、４４・・スプリング（付
勢部材）
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